
一

（
農
林
水
産
委
員
会
）

食
料
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事
態
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策
法
案
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号
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）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
民
の
食
生
活
上
又
は
国
民
経
済
上
重
要
な
食
料
（
以
下
「
特
定
食
料
」
と
い
う
。
）
の
供
給
が
大
幅
に
不

足
し
、
又
は
不
足
す
る
お
そ
れ
が
高
い
事
態
（
以
下
「
食
料
供
給
困
難
事
態
」
と
い
う
。
）
に
対
応
す
る
た
め
、
特
定
食
料
等

の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
の
実
施
に
関
す
る
基
本
方
針

政
府
は
、
食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
特
定
食
料
等
の
需
給
状
況
に
関
す
る
報
告
の
徴
収

主
務
大
臣
は
、
特
定
食
料
等
の
国
内
の
需
給
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
特
定
食
料
等
の
出
荷
、
販
売
、
輸
入
、
生
産
又
は

製
造
を
行
う
事
業
者
等
に
対
し
、
出
荷
等
の
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
本
部

内
閣
総
理
大
臣
は
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
食
料
供
給
困
難
兆
候
の
発
生
に
関
す
る
報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
食
料

供
給
困
難
事
態
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
閣
議
に
か
け
て
、
臨
時
に
内
閣
に
食
料



二

供
給
困
難
事
態
対
策
本
部
を
設
置
す
る
も
の
と
し
、
当
該
本
部
は
実
施
方
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
食
料
供
給
困
難
事
態
対
策

１

主
務
大
臣
は
、
食
料
供
給
困
難
事
態
の
発
生
の
未
然
防
止
又
は
解
消
の
た
め
、
事
業
者
に
対
し
、
出
荷
若
し
く
は
販
売

の
調
整
又
は
輸
入
、
生
産
若
し
く
は
製
造
の
促
進
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
１
の
要
請
を
し
て
も
食
料
供
給
困
難
事
態
を
解
消
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該

要
請
を
受
け
た
事
業
者
に
対
し
、
出
荷
等
の
計
画
の
作
成
及
び
届
出
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

主
務
大
臣
は
、
２
の
届
出
が
さ
れ
た
計
画
に
沿
っ
て
出
荷
等
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
食
料
供
給
困
難
事
態
を
解
消
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
届
出
を
し
た
事
業
者
で
あ
っ
て
、
出
荷
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
出
荷
等
の

調
整
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
、
計
画
の
変
更
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

４

国
は
、
１
の
要
請
に
応
じ
た
出
荷
等
の
調
整
等
の
円
滑
な
実
行
、
ま
た
、
３
の
指
示
に
よ
り
変
更
し
た
計
画
に
沿
っ
た

出
荷
等
の
調
整
等
が
経
営
に
及
ぼ
す
影
響
の
回
避
の
た
め
、
必
要
な
財
政
上
の
措
置
等
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

５

罰
則
に
つ
い
て
、
２
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
金
等
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


